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試験センター利用規約 
 

 

本規約は、オリックス・レンテック株式会社（以下甲という）の運営する試験センターにおいて、甲が提供いたします各種サービスをご利用される

お客様（以下乙という）のすべてに共通して適用されます。乙は、本規約をよくお読みいただき、本規約の各条項をご承認いただいたうえで、サー

ビスをご利用いただくようお願いいたします。

第１条（定義） 

  本規約において、以下の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによるものとします。 
① 「試験センター」とは、試験対象物の各種試験のため、環境試験、

信頼性試験等の試験受託サービス、試験設備の貸し出し等のサー

ビスを行う甲の試験センターをいいます。 
② 「試験設備」とは、試験センター内の試験装置、検査装置、試験

システム等の各種試験設備をいいます。 
③ 「試験対象物」とは、甲または乙が行う試験に供される物質、物

品であって、甲と乙が協議のうえ定める試料をいいます。 
④ 「試験」とは、試験センターで試験対象物に対して行うことので

きる環境試験、信頼性試験等の各種試験をいいます。 
⑤ 「試験設備利用サービス」とは、試験対象物につき、乙がご自身

で試験を行うため、甲が乙に対し試験設備を貸し出すサービスを

いいます。 
⑥ 「試験業務受託サービス」とは、試験対象物につき、甲が乙から

委託を受けて行う試験業務の請負サービスをいいます。 
⑦ 「試験サービス」とは、試験設備利用サービスおよび試験業務受

託サービスの総称をいいます。 
⑧ 「試験サービス利用契約」とは、本規約および所定の約款により、

乙と甲の間で成立する試験設備利用サービスおよび試験業務受

託サービスにかかる契約をいいます。 
⑨ 「試験センターHP」とは、甲が試験センターにて行う試験サー

ビスを乙にご案内するため開設したホームページをいいます。 
第２条（サービスの内容） 

  甲が試験センターにて乙に提供する試験サービスの内容は、以下

のとおりとします。 
① 試験設備利用サービス 

甲は、試験対象物について乙が試験センターで試験を行うため、乙

に対し試験設備を貸し出します。 
② 試験業務受託サービス 

甲は、甲と乙が事前に協議のうえ定めた試験対象物の試験にかか

る業務を、乙から委託を受け行います。 
２．試験サービスの内容の詳細、手順等については、試験サービス利用

契約にて定めるものとします。 
第３条（試験サービスの利用） 

試験サービスの利用については、乙のご利用の申込み時に乙に対

し交付または提示する試験設備利用サービス約款または試験業務受

託サービス約款（以下総称して試験サービス約款という）が適用さ

れます。乙は、試験サービス約款を本規約とともに試験センターHP
にて確認することができます。 

第４条（利用時間） 

  乙が試験センターにて試験サービスを利用できる時間は、土曜日、

日曜日と甲が定める休日（国民の祝、休日、振替休日を含む）を除い

た日の原則として甲営業時間内までとします。なお、利用時間の延長

については、別途甲と協議させていただきます。 
第５条（利用料金等） 

  試験サービスの利用料金（以下利用料金という）は、甲所定の試験

センター利用料金表（以下料金表という）記載の料金または見積書に

定める金額とし、試験サービス利用契約で決定するものとします。 
２．甲は、料金表に定める利用料金については、物価、経済状況等の諸

事情により、随時改定することができるものとします。 

第６条（遵守事項） 

  乙は、試験センター内（その敷地を含む、以下同様）において、次

の各号を遵守するものとします。 
① 甲が定めた試験センター内の立ち入り禁止区域に侵入しないこ

と。 
② 甲の事前の承諾なくして、試験センター内での写真及び動画撮影

を行わないこと。 
③ 試験センター内では、甲の指定場所以外で喫煙を行わないこと。 
④ 他のお客様の行っている試験場所に出入りしたり、またはその試

験状況をのぞき見したりして、他のお客様に迷惑をかけないこと。 

⑤ 甲所定のセキュリティ関連規則、構内管理規定等に基づき、甲が

適時おこなう指示に従うこと。 
２．乙が前項の各号の一に違反し、甲が損害を被った場合、乙は、甲の

請求に従いその損害を賠償するものとします。 
第７条（譲渡等の禁止） 

乙は、本規約に基づき乙が有する権利を第三者に使用させたり、

譲渡、担保提供等しないものとします。 
第８条（保証） 

  甲は、①試験設備利用サービスについて、乙に提供する試験設備が

正常な性能を備えていること、②試験業務受託サービスについて、当

該試験サービス約款の規定によるところにより試験業務を実施する

こと、および試験を実施した結果が成果物の内容のとおりであるこ

とのみを保証します。 
２．甲は、試験サービスの履行の結果、試験対象となる乙の製品等が乙

所定の規格水準を満たさず乙の希望する結果とならなかった場合で

も、その結果につき何ら責任を負いません。 
第９条（免責） 

  甲は、試験サービス約款に定める免責事由のほか、以下の場合には、

無条件でその状況に従い試験サービスの提供を一時停止もしくは中

止あるいは試験サービス利用契約の一部または全部の解約をできる

ものとします。 
① 地震、噴火、洪水、津波等の天変地変または戦争、動乱、暴動、騒

乱、労働争議等の人災により試験サービスの提供ができなくなり、

またはできなくなる恐れがあるとき。 
② 法令の制定または改廃、公権力による命令処分、電力会社による

電力供給停止その他の甲の責に帰すことのできない事由により試

験サービスの提供ができなくなる事由が発生し、甲が必要と判断

したとき。 
第 10条（機密保持） 

甲および乙は、本規約および本規約に基づき成立した試験サービ

ス利用契約で知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の

秘密を、当該試験サービス利用契約の有効期間中のみならず、その

終了後も 3 年間第三者に開示、漏洩してはならない。 
２．前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されない。 
① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事

者の責めによらずして公知となったもの。 
② 開示の時点で既に相手方が保有しているもの。 
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 
④ 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報に

よらないもの。 
⑤ 法令や公的機関の規則等により開示が要求されたもの。ただし、

各当事者は当該要求を速やかに相手方当事者に通知するものとし、

当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとりうる手段があ

るときは、その手段をとるべく努力するものとする。 
第 11条（裁判管轄） 

本規約および試験サービス利用契約についての紛争は、東京地方

裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とするこ

とに、甲と乙は合意します。 
第 12条（特約条項） 

本規約について、別途書面により特約した場合は、その特約は本

規約と一体となり、本規約を補完、修正するものとします 
第 13条（本規約の変更） 

甲は、試験センターHPに掲載することにより、必要に応じて随時

本規約を変更することができるものとします。  

２．前項により本規約が変更された後に乙が甲に試験サービス利用契

約にかかる申込みを行ったときは、乙は本規約の変更を承認したも

のとみなされます。 

第 14条（附則） 

本規約は、2024 年 6 月 10 日以降に締結される試験サービス利用

契約について適用されます。                 
以上 
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********************************************************** 
［個人情報に関する条項］ 

第 1 条  
個人の乙が、本規約に同意する場合、以下の条項が適用され

ます。 
［個人情報の利用目的］ 

甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的（以下利用目的と

いう）で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するも

のとし、乙はこれに同意します｡ 
① 甲の事業（事業内容は「オリックスの事業」

（https://www.orix.co.jp/grp/company/about/business/index
.html をご確認ください。）について、乙からの資料のご請

求、お問合せ、お申し込み、乙への甲からのご提案など乙と

の商談にあたり、適切 な対応を行うため。 
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などのお取引

の場合の審査を行うため、ならびに乙のご本人確認にあた

り、適切な判断や対応を行うため。 
③ 乙とのご契約について、甲においてそのご契約の管理、ご

契約や法令等に基づく乙の権利の行使への対応や甲の義務の

履行を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、

照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うた

め。 
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続き（行政手続

等）の支援・取次。 
⑤ 甲から、甲およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・

サービスの紹介、アンケート調査等をダイレクトメール、電

子メール等によりご案内するため。 
⑥ 乙によりよい商品、サービスを提供するための商品、サー

ビスの開発、改善のため。 
⑦ 乙によりご満足をいただくためのマーケティング分析に利

用するため。 
⑧ 取得した閲覧履歴や問合せ、購買履歴等の情報を分析し、

ニーズに応じた商品・サービスに関する表示、広告に利用す

るため。 
⑨ 甲において経営上必要な各種の管理を行うため。 
⑩ 専門家（弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司

法書士、社会保険労務士等）に助言を依頼するため。 
⑪ 甲の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ

円滑に遂行するため。 
２．甲は、乙の個人情報を共同して利用することがあります。な

お、共同利用の目的は、前項に記載の目的と同一です。共同利用者

の範囲、その他の共同利用に関する事項ついては ORIX のホームペ

ージ（https://www.orix.co.jp/grp/ ）記載のプライバシーポリシー

に従うものとします。) 
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